
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成21年11月13日

【四半期会計期間】 第29期第１四半期（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

【会社名】 株式会社ＪＢイレブン

【英訳名】 ＪＢ ＥＬＥＶＥＮ ＣＯ.,ＬＴＤ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　新美　司

【本店の所在の場所】 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地

【電話番号】 (052)629－1100（代表）

（平成21年11月７日から本店の所在の場所が土地の名称および地番変更に伴い名古屋市緑区有松町大字桶狭間字又八

山30番の２が上記のように変更しております。）　

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　　　伊藤　眞一郎

【最寄りの連絡場所】 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地

【電話番号】 (052)629－1100（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　　　伊藤　眞一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

EDINET提出書類

株式会社ＪＢイレブン(E03500)

四半期報告書

 1/23



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期
第１四半期
累計(会計)期間

第29期
第１四半期
累計(会計)期間

第28期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成21年
６月30日

売上高　　　　　　　　　　　　　（千円） 1,231,3891,263,4094,867,023

経常利益　　　　　　　　　　　　（千円） 8,931 57,688 35,803

四半期（当期）純利益            （千円） 6,471 52,133 30,656

持分法を適用した場合の投資利益  （千円） － － －

資本金　　　　　　　　　　　　　（千円） 479,205 624,205 624,205

発行済株式総数　　　　　　　　　（千株） 1,164 1,664 1,664

純資産額　　　　　　　　　　　　（千円） 901,8591,250,3331,215,391

総資産額　　　　　　　　　　　　（千円） 3,856,5724,061,2684,005,087

１株当たり純資産額　　　　　　　　（円） 774.41 750.56 730.15

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 5.56 31.32 25.72

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額　　　　　　　　　　　　　

（円）
－ 31.31 －

１株当たり配当額　　　　　　　　　（円） － － 10.00

自己資本比率　　　　　　　　　　　（％） 23.4 30.8 30.3

営業活動による

キャッシュ・フロー　　　　　　　（千円）
151,691 112,793 297,003

投資活動による

キャッシュ・フロー　　　　　　　（千円）
△126,129△30,194△397,697

財務活動による

キャッシュ・フロー　　　　　　　（千円）
5,992 736 233,451

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
231,704 416,244 322,908

従業員数　　　　　　　　　　　　　（人） 142 164 168

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ　　

　　

いては記載しておりません。　

２　売上高に、消費税等は含んでおりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第28期第１四半期累計(会計)期間及び第28期

は潜在株式は存在しますが希薄化効果を有しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 164 (505)

　　　（注）　従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、パート・アルバイト等の臨時従業員数（１日８時　

　　間勤務として計算した期中平均人数）を記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、仕入及び販売の状況】

（１）生産実績

　当第１四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
当第１四半期会計期間
（自　平成21年７月１日 
至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比(%)

　

チャーシュー細巻き　　　（千円） 21,986 56.5

ギョーザ　　　　　　　　（千円） 14,976 94.9

カットネギ　　　　　　　（千円） 5,504 67.0

白髪ネギ　　　　　　　　（千円） 3,584 108.2

その他　　　　　　　　　（千円） 69,343 169.2

合計（千円） 115,395 107.6

  （注）１　上記は名古屋センターにおける生産実績であります。

　　　　２  金額は製造原価によって表示しております。

　　　　３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　４　その他は、タレ・調味料等であります。　

　

　（２）仕入実績

　当第１四半期会計期間における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
当第１四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比(%)

 

麺類　　　　　　　　　　（千円） 37,348 101.5

精米類　　　　　　　　　（千円） 23,525 120.2

肉類　　　　　　　　　　（千円） 11,235 50.5

酒・ドリンク類　　　　　（千円） 13,530 82.2

野菜類　　　　　　　　　（千円） 19,066 134.2

スープ類　　　　　　　　（千円） 14,339 70.4

その他　　　　　　　　　（千円） 163,381 84.3

合計（千円） 282,426 87.3

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他は、タレ・調味料等であります。

（３）販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門
当第１四半期会計期間

　　 （ 自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日）

 
         前年同四半期比(%)

  

クイックサービス部門　　（千円） 915,259 109.1

ファミリーサービス部門　（千円） 166,572 52.3

カジュアルサービス部門　（千円） 179,786 246.9

その他　　　　　　　　　（千円） 1,791 109.5

合計（千円） 1,263,409 102.6

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他は、食材売上であります。

２【事業等のリスク】

　当第1四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　（１）業績の状況

  　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により一部製造業では回復の兆しがみられた

　ものの、世界的景気低迷に連動し、総じて底這い状態で推移しました。個人消費におきましても、雇用調整が長引

　く中で出費の手控えが継続し、新型インフルエンザの感染拡大による外出行動の抑制もみられました。

    外食産業におきましては、企業間の売上獲得競争は激化し、低価格化も拡がりを見せました。　

    このような環境下で当社は、当第１四半期会計期間に一刻魁堂横浜トレッサ店を増床改装したことを含め、既存

　店５店舗の改装を実施しましたが、新規出店はありませんでした。当第1四半期会計期間末の店舗数は65店舗（前第

１四半期会計期間末比５店舗増）で、業態別の店舗数では、「一刻魁堂」46店舗（同８店舗増）、「中華食堂(「旨

飯中華食房」を含む)」11店舗（同６店舗減）、「龍虎餐房」７店舗（同２店舗増）、および「中華屋あんず」１店

舗（同１店舗増）であります。

    営業面では前記改装の他、引き続き積極的な広告宣伝を行い増客に努めましたが、既存店の売上高は前第1四半

  期会計期間比で10.1％減少しました。原価につきましては、内製化推進による低減に加え原材料価格の下落もあ

　り、原価率が当第１四半期会計期間において前第１四半期会計期間比3.3ポイント低下しました。また正社員の積極

採用を進め組織の強化に努めましたが求人費も低減され、新規出店数減少に伴い開業関係費用も圧縮されました。

    以上によりまして、当第１四半期会計期間の売上高は、12億63百万円（前第１四半期会計期間比2.6％増）とな

  りました。利益面では、原価低減に加えプロパンガス価格の大幅下落もあり、営業利益67百万円(同248.8％増)、

  経常利益57百万円（同545.9％増）、当期純利益52百万円（同705.6％増）と増収増益となりました。

 

 （２）財政状態の分析

　　当第１四半期会計期間末における流動負債は610百万円となり、前事業年度末に比べ89百万円増加いたしまし

　た。主な要因は、現金および預金が83百万円増加したためです。

　固定資産は3,450百万円となり、前事業年度末に比べ33百万円減少いたしました。主な要因は店舗改装工事に伴う

　固定資産の除却等により25百万円減少したためであります。

　  流動負債は1,360百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円増加いたしました。主な要因は短期借入金が55百

　万円増加したためであります。

　  固定負債は1,450百万円となり、前事業年度末に比べ34百万円減少いたしました。主な要因は社債の償還により

  50百万円が減少したためであります。

　

　（３）キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて83百

  万円増加し416百万円（前年同期は231百万円の増加）となりました。

  　なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　  当第１四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は112百万円（前年同期は151百万円の増加）とな

　りました。これは主に税引前四半期純利益59百万円、減価償却費が64百万円によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は30百万円（前年同期は126百万円の減少）とな

　りました。これは主に、改装等に伴う有形固定資産の取得のよる支出31百万円によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において、財務活動により得られた資金は０百万円（前年同月は５百万円の増加）となり

　ました。これは主に短期借入金の純増額55百万円、および長期借入金の借入による収入250百万円があった一方、返済

による支出252百万円および社債の償還による支出50百万円があったことによるものです。

　

　（４）事業上および財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

  はありません。

　

　（５）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

 　（２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,640,000

計 3,640,000

　②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,664,800 1,664,800
名古屋証券取引所

（セントレックス）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であり、

単元株式数は100

株であります。

計 1,664,800 1,664,800 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成17年９月22日開催の定時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 40,250

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 804

新株予約権の行使期間
平成19年９月23日から
平成22年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　804
資本組入額　　　　402

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、か

かる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うこととします。

２　株式の分割及び調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

調整後

払込金額
＝
調整前払込金額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

  （併合の場合は減少株式数を減ずる）
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３　新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地

位を有しているものとします。ただし、当社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、または従業

員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。

②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。

③　新株予約権の質入れ・その他一切の処分は認めないものとします。

その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社ＪＢイレブン新株予

約権付与契約書」に定めるものとします。

４　新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。

５　平成18年９月１日付の株式分割（１株を２株に分割）により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新　

株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格お

よ

び資本組入額」が調整されております。なお、「新株予約権の数」および「新株予約権の目的となる株式の

数」は、退職により権利を喪失した付与者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減

じております。

６　平成21年6月11日付の第三者割当増資(500,000株)により、(注)２の算式により1株当たりの払込金額を調整　

し「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価

格及び資本組入額」が調整されております。

　

 会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 　　　　平成19年12月５日開催の取締役会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 85

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 507

新株予約権の行使期間
平成22年１月１日から
平成29年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　636
資本組入額　　　　318

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。 

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合（時価発行として行う公募　

　　　　増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受の行使に伴う株式の発行を除く）、当社が合併、会社

分割、株式交換または株式移転（以上を総称して「合併等」という。）を行う場合、株式無償割当てを行う場

合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数

の調整を行うことができるものとします。

２　新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分

を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株

式の発行を除く）は、次の算式により１株当たり行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切

り上げます。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式

数」、「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分

株式数」とそれぞれ読み替えます。
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     既発行 新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額

 

＝

 

調整前

行使価額

 

×

 

 株式数＋ 分割・併合・新規発行前の株価

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

 　 （株式の併合の場合は併合株式数を減ずる）

　また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その１株当たりの行

使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は１株当たりの行使価額の調整を行うことができるもの

とします。 

３　新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員その他これに準ずる地位にあること

を要するものとします。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了により退任または定年退職した場

合、この限りではありません。

②  新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失しま

す。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がそ

の権利を行使することができます。

③　新株予約権の質入れその他一切の処分を認めないものとします。

④  その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによります。

４　新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残高
（千円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日
－ 1,664,800 － 624,205 － 539,254

 

（５）【大株主の状況】

　　　　当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　
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（６）【議決権の状況】

　　当第１四半期会計期間末の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容の確認ができないため、記載する

ことが出来ないことから、直前の基準日（平成21年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  1,664,200 16,642 －

単元未満株式 普通株式        400 － －

発行済株式総数       1,664,800 － －

総株主の議決権 － 16,642 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ＪＢイレブン
名古屋市緑区桶狭間

切戸2217番地
200 － 200 0.01

計 － 200 － 200 0.01

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
７月

８月 ９月

最高（円） 608 600 606

最低（円） 505 541 510

　（注）　最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）および当第１四半期累計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）に係る四半期財務諸表ならびに当第１四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで）および当第１四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表につい

て、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社を有していないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 416,244 332,908

売掛金 142 135

預入金 76,641 68,310

製品 14,079 14,731

仕掛品 5,330 6,707

原材料及び貯蔵品 12,219 13,755

その他 85,724 84,571

流動資産合計 610,382 521,120

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,758,489 1,779,228

土地 586,122 586,122

その他（純額） 336,416 340,696

有形固定資産合計 ※
 2,681,028

※
 2,706,047

無形固定資産

その他 8,673 8,874

無形固定資産合計 8,673 8,874

投資その他の資産

その他 761,184 769,044

投資その他の資産合計 ※
 761,184

※
 769,044

固定資産合計 3,450,886 3,483,966

資産合計 4,061,268 4,005,087

負債の部

流動負債

買掛金 104,642 107,923

短期借入金 91,700 36,000

1年内返済予定の長期借入金 708,118 715,289

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 11,720 32,912

賞与引当金 32,688 6,429

その他 311,553 306,507

流動負債合計 1,360,423 1,305,062

固定負債

社債 － 50,000

長期借入金 1,373,040 1,368,781

退職給付引当金 16,699 17,377

その他 60,772 48,475

固定負債合計 1,450,511 1,484,633
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

負債合計 2,810,935 2,789,695

純資産の部

株主資本

資本金 624,205 624,205

資本剰余金 539,254 539,254

利益剰余金 86,962 51,474

自己株式 △141 △141

株主資本合計 1,250,279 1,214,792

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △914 △344

評価・換算差額等合計 △914 △344

新株予約権 967 944

純資産合計 1,250,333 1,215,391

負債純資産合計 4,061,268 4,005,087
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 1,231,389 1,263,409

売上原価 351,816 319,159

売上総利益 879,573 944,250

販売費及び一般管理費 ※
 860,290

※
 876,998

営業利益 19,282 67,251

営業外収益

受取利息 590 284

賃貸不動産収入 16,875 16,775

その他 992 1,516

営業外収益合計 18,457 18,576

営業外費用

支払利息 8,597 7,558

社債利息 1,010 332

賃貸不動産費用 16,302 15,559

その他 2,898 4,688

営業外費用合計 28,808 28,139

経常利益 8,931 57,688

特別利益

固定資産受贈益 － 6,733

役員退職慰労引当金戻入額 40 －

その他 － 161

特別利益合計 40 6,894

特別損失

固定資産除却損 361 5,223

退店損失 104 －

特別損失合計 465 5,223

税引前四半期純利益 8,505 59,359

法人税、住民税及び事業税 2,034 7,226

法人税等合計 2,034 7,226

四半期純利益 6,471 52,133
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 8,505 59,359

減価償却費 61,753 64,805

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 930 △678

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,558 26,259

受取利息及び受取配当金 △590 △284

支払利息 9,607 7,891

固定資産除却損 361 5,223

固定資産受贈益 － △6,733

売上債権の増減額（△は増加） 29 △6

預入金の増減額（△は増加） △8,430 △8,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,148 3,565

仕入債務の増減額（△は減少） △9,322 △3,281

未払金の増減額（△は減少） 69,759 99

未払費用の増減額（△は減少） 12,102 △1,798

その他 10,272 2,899

小計 173,349 148,989

利息及び配当金の受取額 303 65

利息の支払額 △14,592 △12,003

法人税等の支払額 △7,369 △24,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,691 112,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △9,000 －

有形固定資産の取得による支出 △115,753 △31,982

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 4,098 3,364

差入保証金の差入による支出 △4,475 △4,716

差入保証金の回収による収入 － 3,150

その他 － △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,129 △30,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 55,700

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △242,992 △252,912

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 － △1,603

設備関係割賦債務の返済による支出 △785 △231

配当金の支払額 △230 △216

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,992 736
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,554 83,335

現金及び現金同等物の期首残高 200,150 332,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 231,704

※
 416,244

EDINET提出書類

株式会社ＪＢイレブン(E03500)

四半期報告書

16/23



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　　　該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年６月30日）

　※　有形固定資産の減価償却累計額 　※　有形固定資産の減価償却累計額　

 1,851,865千円  1,803,133千円

　　　投資その他の資産の減価償却累計額 　　　投資その他の資産の減価償却累計額

 249,834千円  246,428千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

 ※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次 

 のとおりであります。

 ※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次 

 のとおりであります。

　 給料手当 389,390千円

　 賞与引当金繰入額 18,871千円

　 退職給付費用 870千円

　 給料手当 391,925千円

　 賞与引当金繰入額 25,374千円

　 退職給付費用 2,067千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

  表に掲記されている科目の金額との関係

　※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

  表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成20年９月30日現在） 　（平成21年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金 246,704

預入期間３か月超の定期預金 △15,000

現金及び現金同等物 231,704

 

 （千円）

現金及び預金        416,244

現金及び現金同等物  416,244
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　1,664,800株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　223株

 

３．新株予約権等に関する事項

　          ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　967千円

 

４．配当に関する事項

　　　　　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年９月24日

定時株主総会
普通株式 16,645 10平成21年６月30日平成21年９月25日利益剰余金

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　四半期財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 750.56円 １株当たり純資産額 730.15円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 5.56円 １株当たり四半期純利益金額 31.32円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、当第１四半期会計期間は潜在株式は存在しますが希

薄化効果を有しないため記載しておりません。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額      31.31円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 6,471 52,133

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 6,471 52,133

期中平均株式数（千株） 1,164 1,664

　 　 　

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） － 0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

――――― ―――――

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年6月30日以前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、取引残高に前

事業年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月13日

株式会社ＪＢイレブン

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和　田　芳　幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐　野　正　人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＢイレブン

の平成20年7月1日から平成21年6月30日までの第28期事業年度の第1四半期累計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＢイレブンの平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

　追記情報

　「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当第1四半期会計期間

より機械及び装置の減価償却方法について、定率法から定額法に変更している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表

に添付する形で別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月９日

株式会社ＪＢイレブン

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和　田　芳　幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐　野　正　人　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＢイレブ

ンの平成21年7月1日から平成22年6月30日までの第29期事業年度の第1四半期会計期間（平成21年7月1日から平成21年9月

30日まで）及び第1四半期累計期間（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＢイレブンの平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表

に添付する形で別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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